
Hokkaido Regional Development Bureau

防災教育の取組について
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H27.12.3  地理空間情報に関する北海道地区産学官懇談会

［資料3］

新たなステージ １
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新たなステージに対応した防災・減災のあり方
（平成27年1月 国土交通省）
○ 時間雨量が50mmを上回る豪雨が全国的に増加し、近年、雨の降り方が局地化・集中化・激甚化
○ H26.8 時間広島土砂災害では、バックビルディング現象による線上降水帯の豪雨が発生
○ 2013.1 フィリピンにスーパー台風が来襲
○ 大規模な火山噴火等の発生のおそれ

明らかに雨の降り方が変化してきていること等を「新たなステージ」と捉え

「最悪の事態」も想定し、個人、企業、地方公共団体、国等が、主体的に、かつ、連携して
対応することが必要

＜今後の検討の方向性＞

「行動指南型」の避難勧告に加え、「状況情報」の提供による主体的避難の促進、
広域避難体制の整備等を目指す

命を守る

最悪の事態を想定・共有し、国、地方公共団体、公益事業者、企業等が、主体的か
つ、連携して体制の整備を目指す。

社会経済の壊滅的な被害を回避する
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新たなステージ ２

新たなステージに対応した防災・減災のあり方

３．命を守る
3-1. 状況情報を基にした主体的避難の促進
（１）「心構え」の醸成と「知識」の充実

②住民の避難力の向上
○自然災害に関する「心構え」と「知識」を備えた個人を育成する

ためには、幼少期からの防災教育を進めることが効果的であり、
これにより子供から家庭、さらには地域へと防災知識等が浸透し
ていくことが期待できる。

このため、防災教育が体系的に実施されるよう学習指導要領の
充実を検討している文部科学省への支援方策検討する必要がある。

また、各学校現場における取り組みを推進するための年間指導
計画や板書計画に関する情報を教育委員会等に提供するなどの支
援方策を検討する必要がある。

文科省・教育課程企画特別部会資料(H27.8.26)
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国土交通省の取組について １
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地方整備局等における防災教育に係る活動内容について
～命を守る「心構え」と「知識」の醸成活動～

これまでの「出前講座」等により住民等を対象とした活動を実施しているが、受け手の
ニーズに即した対応が必要。

①学校教育現場で活動を行うこと。
②先生の防災教育に関する理解を深めること。
③地域のネタを活用した授業を行うこと。

＜地整等での活動内容＞
・学習指導要領に準じた教科学習（社会、理科）を提案することが有効。
・教育委員会や先生に対し、指導内容や地域の特性に合わせた教材等を作成し、

授業に活用してもらう。

＜活動のポイント＞
・教科書を活用した授業ではなく、身近な材料、ネタ、写真を活用。
・教材の作成や授業を通じて、先生や生徒の理解を深めることが重要。
・国土交通省から積極的に働きかけて対応する。
・先生の理解が深まれば、異動先でも効果的な学習の継続が期待できる。

＜国交省チーム＞（整備局、気象台、地方測量部等）
・各機関における既存の取り組み、ノウハウやコネクションを最大限活用するため、

連携して活動を進める。
・国交省チームはそれぞれ提供できる内容等を持ち寄り、活動する。

国土交通省の取組について ２
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東京都平山小学校での「生き抜く科」授業 高知県黒潮町での訓練



北海道開発局の取組について １
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＜取組状況＞

○現在までの取り組み
１ 国土交通省内部での打合せ（H27.7）

・北海道開発局、札幌管区気象台、国土地理院北海道地方測量部で打合せ
・各機関の取り組み状況、学校関係者等について情報交換

２ 地整ヒアリング（H27.10）
・北海道開発局と本省ヒアリングを実施

○今後の取り組み
１ リーディング校の決定（～H27.11）
２ Ｈ２８年度のカリキュラム決定（～H28.3）
３ H28年度～地整で１校以上の授業
４ H29年度～各河川事務所で１校以上の授業

8

北海道開発局の取組について ２


